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【手続補正書】
【提出日】平成22年11月19日(2010.11.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
被覆された医療機器であって、
（ａ）医療機器本体と、
（ｂ）医療機器本体上に処理されたコーティングであって、（ｉ）第１治療薬剤を有する
第１コポリマーを含む第１層と（ｉｉ）第２治療薬剤を有する第２コポリマーを含む第２
層とを含み、第２層は第１層より親水性であり、第１層が第２層より医療機器本体の近く
にあり、かつ第１コポリマー及び第２コポリマーはそれぞれブロックコポリマー、ランダ
ムコポリマー、又は交互コポリマーからなる群から選択されるコーティングと、
を含む、被覆された医療機器
【請求項２】
第２コポリマーが修飾ブロックコポリマーである、請求項１記載の被覆された医療機器。
【請求項３】
修飾ブロックコポリマーがスルホン化スチレン－イソブチレン－スチレン、無水マレイン
酸－グラフトスチレン－イソブチレン－スチレン、スルホン化スチレン－エチレン／ブチ
レン－スチレン及び無水マレイン酸－グラフトスチレン－エチレン／ブチレン－スチレン
、ヒドロキシスチレン－イソブチレン－ヒドロキシスチレン及びアセトキシスチレン－イ
ソブチレン－アセトキシスチレンからなる群から選択される請求項２に記載の被覆された
医療機器。
【請求項４】
第１コポリマーが、非修飾ブロックコポリマーである、請求項２に記載の被覆された医療
機器。
【請求項５】
第１層がさらに修飾ブロックコポリマーを含む、請求項４に記載の被覆された医療機器。
【請求項６】
第２層がさらに非修飾ブロックコポリマーを含む、請求項２に記載の被覆された医療機器
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【請求項７】
第１コポリマーが非修飾ブロックコポリマーである、請求項６に記載の被覆された医療機
器。
【請求項８】
第１層がさらに修飾ブロックコポリマーを含む、請求項７に記載の被覆された医療機器。
【請求項９】
第２層における修飾ブロックコポリマーの非修飾ブロックコポリマーに対する比率が、第
１層における修飾ブロックコポリマーの非修飾ブロックコポリマーに対する比率より高い
、請求項８に記載の被覆された医療機器。
【請求項１０】
第１コポリマーが非修飾ブロックコポリマーである、請求項１に記載の被覆された医療機
器。
【請求項１１】
非修飾ブロックコポリマーがスチレン－イソブチレン－スチレン及びスチレン－エチレン
／ブチレン－スチレンからなる群から選択される、請求項１０に記載の被覆された医療機
器。
【請求項１２】
コーティングがさらに生体分解ポリマーを含む最外層を含む、請求項１に記載の被覆され
た医療機器。
【請求項１３】
第１治療薬剤と第２治療薬剤が異なる、請求項１に記載の被覆された医療機器。
【請求項１４】
第１及び第２コポリマーはブロックコポリマーであり、第１ブロックコポリマー、第２ブ
ロックコポリマー又は両方がエラストマーブロック又は熱可塑性ブロックを含む、請求項
１に記載の被覆された医療機器。
【請求項１５】
被覆された医療機器がステントである、請求項１に記載の被覆された医療機器。
【請求項１６】
被覆された医療機器からの薬物放出特性を制御する方法であって、：
（ａ）医療機器本体を含む医療機器を提供する工程と、
（ｂ）医療機器本体上にコーティングを処理する工程と、を含み、
　前記コーティングが第１及び第２層を含み、第１及び第２層のそれぞれがブロックコポ
リマー及び治療薬剤を含み、少なくとも第２層は修飾ブロックコポリマーを含み、第１層
が第２層より医療機器本体の近くにあり、かつ、第２層は第１層よりも親水性である、方
法。
【請求項１７】
第１及び第２層のそれぞれが修飾ブロックコポリマー及び非修飾ブロックコポリマーを含
み、第２層中の修飾ブロックコポリマーの非修飾ブロックコポリマーに対する比率が、第
１層中の修飾ブロックコポリマーの非修飾ブロックコポリマーに対する比率より大きい、
請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
第１層中の治療薬剤が第２層中の治療薬剤と異なる、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
少なくとも１層中のブロックコポリマーがエラストマーブロック又は熱可塑性ブロックを
含む、請求項１６に記載の方法。
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